
高知県公立大学法人職員就業規則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高知県公立大学法人（以下「法人」という。）に勤務する職員の就業に関する事項を定

めるものとする。 

（職員の定義） 

第２条 法人に勤務する者のうち、教育及び研究に直接従事する職員を教員といい、その他の職員を一般職員

といい、あわせて職員という。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、法人に常時勤務する職員に適用する。 

２ 非常勤職員及び契約職員等この規則の適用を受けない職員の就業に関し必要な事項は、別に定める。 

（服務の根本基準） 

第４条 職員は、法人及び大学の使命を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。 

３ 職員は、法人及び大学の利益と相反する行為を行ってはならない。 

（法令、規程等の遵守及び職務命令に従う義務） 

第５条 職員は、法令、この規則及び法人の諸規程（以下「法令等」という。）を遵守し、上司の指揮命令に

従い、その職務を遂行しなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第６条 職員は、法人及び大学の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為をしてはな

らない。 

（守秘義務） 

第７条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（職務専念義務） 

第８条 職員は、法令等に定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行

のために用い、法人がなすべき責を有する業務に従事しなければならない。 

２ 職員は、あらかじめ理事長又は学長（以下「理事長等」という。）の許可を得て、その職務に専念する義

務を免除されることができる。 

（ハラスメントの禁止及び防止） 

第８条の２ 職員は、人権侵害、嫌がらせ、性差別等いかなる形でもハラスメントを行ってはならず、これら

の防止に努めるものとする。 

２ 前項のハラスメントの防止等に関する措置について必要な事項は、別に定める。 

（兼業） 

第９条 職員は、理事長等が職務の執行に支障がないと認めて許可した場合は、他の団体等の業務に従事する

ことができる。 

第２章 人 事 

（人事） 

第１０条 職員の採用、解雇及びその他の人事は、理事長が行う。ただし、教員を任命し、免職し、又は降任

するときは、学長の申出に基づき行うものとする。 

（採用及び昇任等） 

第１１条 職員の採用は、別に定める場合を除き、競争試験又は選考により行う。 



２ 試験の方法、受験資格、試験の時期及び場所等に関する事項は、別に定めるところによる。 

３ 職員の昇任等については別に定める。 

（採用者の提出書類） 

第１２条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長等が

提出を要しないと認める場合は、その一部を省略することができる。 

（１）履歴書 

（２）就こうとする職務に必要な資格に関する証明書 

（３）健康診断書 

（４）勤務（職歴）証明書 

（５）誓約書（同意書） 

（６）その他理事長等が必要と認める書類 

２ 職員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度、速やかにこれを届け出なければな

らない。 

（条件付採用の期間） 

第１３条 職員として採用された日から６か月間を条件付採用の期間とする。ただし、法人が特に認めたとき

は条件付採用の期間を短縮し、又は設けないことができる。 

２ 前項の条件付採用の期間について、法人が必要と認めたときは、その期間を１年まで延長することができ

る。 

３ 勤務成績の著しい不良又は心身の故障等により、引き続き法人の業務を遂行することが困難と認められた

ときは、条件付採用の期間中に解雇し、又は本採用を行わないことがある。 

４ 条件付採用の期間は勤務年数に通算する。 

（異動） 

第１４条 理事長等は、職員に対し、法人又は大学の業務の都合により、配置換及び兼務（以下「配置換等」

という。）を命じることができる。 

２ 配置換等を命じられた職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。 

 （クロスアポイントメント） 

第１４条の２ 職員は、本法人以外の他機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき、本法人の職員及び

他機関の職員の双方の身分を有しながら本法人及び他機関の業務を行うこと（以下「クロスアポイントメン

ト」という。）ができる。 

２ 前項に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。 

第３章 勤 務 

（勤務時間等） 

第１５条 職員の勤務時間及び休日、休暇等については、高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程

に定める。 

（育児休業及び介護休業） 

第１６条 職員の育児休業及び介護休業に関する事項は、高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関す

る規程に定めるところによる。 

（出勤） 

第１７条 職員は、出勤の状況を、理事長等が指示する方法により記録しなければならない。 

（遅刻、早退） 

第１８条 職員は、遅刻したとき又は早退しようとするときは、理事長等にその旨を届け出て、その承認を受

けなければならない。 



（欠勤） 

第１９条 職員が、やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめ欠勤の届出をしなければならない。

ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届出ができないときは、電話その他によりに欠勤する旨を

連絡するとともに、速やかに届出をしなければならない。 

第４章 給与、その他の給付 

（給与） 

第２０条 職員の給与に関する事項については、別に定めるところによる。 

（旅費） 

第２１条 職員の旅費に関する事項については、別に定めるところによる。 

（退職手当） 

第２２条 職員の退職手当に関する事項については、別に定めるところによる。 

第５章 休職、退職 

（病気等の休職） 

第２３条 職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合又は刑事事件に関し起訴された場合、理事長等

は、当該職員に休職を命じることができる。 

（研究等の休職） 

第２４条 職員が、次の各号の一に該当する場合において、法人又は大学の業務として認められないときは、

休職させることができる。 

（１）大学、大学院、研究所等において留学、長期の調査、研究又は指導に従事する場合 

（２）国際機関、外国の政府機関等の要請により、これらの機関の業務に従事する場合 

（３）前各号のほか、長期にわたり職務につくことができない場合 

（災害等の休職） 

第２５条 職員が、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合は、休職にすること

ができる。 

（休職の期間） 

第２６条 前３条の規定による休職期間は、刑事事件に関し起訴された場合を除き、３年を超えない範囲内に

おいて、それぞれ個々の場合について理事長等が定める。当該休職期間が３年に満たない場合には、休職し

た日から引き続き３年を超えない範囲内において、これを更新又は延長することができる。 

２ 第２３条の刑事事件に関し起訴された場合による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とす

る。 

（休職者の取扱い） 

第２７条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

２ 休職期間の給与については、別に定める。 

（復職） 

第２８条 職員は、休職期間が満了したとき、又は休職期間中であってもその事由が消滅したと認められると

きは、速やかに復職をしなければならない。 

２ 職員が第２３条の心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合による休職から復職する場合にあって

は、休職期間の満了する日までに、医師の診断書を添えて復職を願い出なければならない。 

３ 休職とした職員を復職させる場合においては、原則として休職する前の職務に復職させるものとする。た

だし、業務の都合その他の事情により異なる職務に就かせることができる。 

（退職） 

第２９条 職員が次の各号の一に該当したときは、退職するものとする。 

（１）定年に達した場合 



（２）退職を願い出て、承認された場合 

（３）死亡した場合 

（４）雇用期間に定めがあって、その期間が満了した場合 

２ 前項第２号の規定により退職しようとする場合は、原則としてその退職しようとする日の３０日前までに

退職願を提出しなければならない。 

（降任） 

第３０条 職員が次の各号の一に該当したときは、これを降任することができる。 

（１）勤務成績が不良の場合 

（２）心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合 

（３）前２号に掲げるもののほか、 職務を遂行するうえで適格性を欠く場合 

（４）本人が希望し、理事長等が認めた場合 

（解雇） 

第３１条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを解雇することができる。 

（１）勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認める場合 

（２）心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３）前2号に掲げるもののほか、職務を遂行するうえで著しく適格性を欠く場合 

（４）休職期間が満了しても本人に復帰の意思がない場合 

（５）休職期間が満了してもその事由が消滅しない場合 

（定年） 

第３２条 職員の定年に関する事項は、別に定めるところによる。 

第６章 表彰、懲戒 

（表彰） 

第３３条 理事長等は、職員で職務に精励し、顕著な功績があった者又は他の職員の模範として推賞すべき業

績若しくは善行のあった者について表彰を行う。 

（懲戒） 

第３４条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分をすることができる。 

（１）法令等の規定に違反した場合 

（２）職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

（３）法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があった場合 

（４）法人に損失を及ぼすような行為があった場合 

（５）経歴等の詐称をした場合 

（懲戒の種類） 

第３５条 懲戒処分は、次のとおりとする。 

（１）戒告 

（２）減給 

（３）停職 

（４）懲戒解雇 

（訓諭等）  

第３６条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書によ

る訓諭又は口頭による注意を行うことができる。 



第７章 福利厚生及び研修 

（福利厚生） 

第３７条 職員は、地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第152号）第144条の3に規定される組合員とし、

同法が定める福利厚生制度の利益を受けることができる。 

２ 前項に規定するもののほか、職員及びその家族の福利厚生制度は別に定めるところによる。 

（研修） 

第３８条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

２ 職員は、法人又は大学の業務に支障のない限り、理事長等の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行う

ことができる。 

３ 研修に関する必要な事項は、前項に規定するもののほか別に定めるところによる。 

第８章 安全衛生 

（安全衛生管理） 

第３９条 理事長等は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及びその他の関連法令に基づき、職員の

安全の確保及び健康の保持増進を図るため、職員の安全及び衛生に関し、必要な措置を講じるものとする。 

２ 職員は、安全の確保及び健康の保持増進について、関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、理事長

等が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関する事項については、別に定めるところによる。 

（非常災害の際の措置） 

第４０条 職員は、法人の施設に災害を発見し、又はその危険を予知したときは、臨機の措置を採り、被害を

最小限度に止めるように努めなければならない。 

（職員の保健） 

第４１条 理事長等は、職員に対して、毎年１回定期的に健康診断を行うとともに、必要に応じ、随時健康診

断を行う。 

２ 職員は、前項の健康診断を正当な理由なく拒むことはできない。ただし、他の医師の診断を受け、その結

果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。 

（疾病者の就業禁止） 

第４２条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに患った職員については、同省令で定め

るところにより就業を禁止する 

第９章 災害補償 

（災害補償） 

第４３条 職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、地方公務員法災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定めるところによ

り補償する。 

第１０章 雑 則 

（損害賠償） 

第４４条 職員が故意又は重過失により、法人に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償する責めを負

うものとする。ただし、これによって第３１条の規定による懲戒処分を免れるものではない。 

（この規則の施行に関し必要な事項） 

第４５条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日前に地方公務員法、高知県条例、同規則、高知県公立大学法人の規程及びその他関係法

令等（以下「地方公務員法等」という。）により発令又は承認を受けていた職員が、地方独立行政法人法第

５９条第２項の規定により法人に承継された場合には、法人から別に辞令を発せられない限り、当該発令又

は承認の効力を継承する。 

３ この場合の施行日前に地方公務員法等により、職員が懲戒、分限処分を受けていた場合についても、前項

と同様に効力を継承するものとする。 

４ この規則の施行日前に行った職員の非違行為は、この規則の施行後の法人の職員として行ったものとみな

し、第３２条の規定を適用するものとする。 

５ 高知県から派遣された職員について、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１

２年法律第５０号）及びその他の法令の定めが適用される事項については、この規則を適用しない。 

６ この規則の規定により別に定めるところによるとされている事項については、これに関する定めがなされ

るまでの間は、高知県の関係例規、通知等の例による。 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

１ この規則の施行日前に地方公務員法、高知県条例、同規則、高知県公立大学法人の規程及びその他関係法

令等（以下「地方公務員法等」という。）により発令又は承認を受けていた職員が、地方独立行政法人法第５

９条第２項の規定により法人に承継された場合には、法人から別に辞令を発せられない限り、当該発令又は承

認の効力を継承する。 

２ この場合の施行日前に地方公務員法等により、職員が懲戒、分限処分を受けていた場合についても、前項

と同様に効力を継承するものとする。 

３ この規則の施行日前に行った職員の非違行為は、この規則の施行後の法人の職員として行ったものとみな

し、第３２条の規定を適用するものとする。 

４ 高知県から派遣された職員について、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１

２年法律第５０号）及びその他の法令の定めが適用される事項については、この規則を適用しない。 

５ この規則の規定により別に定めるところによるとされている事項については、これに関する定めがなされ

るまでの間は、高知県の関係例規、通知等の例による。 

    附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２９年２月１日から施行する。 

附 則   

この規則は、令和３年１１月１日から施行する。  

 

 



高知県公立大学法人契約職員就業規則

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高知県公立大学法人（以下「法人」という。）に勤務する契約職員に関する事項を定め

る。 

（契約職員の定義） 

第２条 この規則で契約職員とは、第２章の定めにより雇用され、次に掲げる業務に従事する専任の職員をい

う。 

（１）特定の専門知識を有し、当該業務に従事する職員 

（２）事務補助業務 

（３）秘書業務 

（４）教育研究プロジェクト業務 

（法令、規則等の遵守及び職務命令に従う義務） 

第３条 契約職員は、その職務の遂行にあたっては、法令及び法人の規則等を遵守し、かつ、上司の職務上の

命令に従わなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第４条 契約職員は、その職の信用を傷つけ、又は法人の不名誉となるような行為をしてはならない。 

（秘密を守る義務） 

第５条 契約職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。 

（ハラスメントの禁止及び防止） 

第５条の２ 契約職員は、人権侵害、嫌がらせ、性差別等いかなる形でもハラスメントを行ってはならず、こ

れらの防止に努めるものとする。 

２ 前項のハラスメントの防止に関する措置について必要な事項は、別に定める。 

第２章 人事 

（人事） 

第６条 契約職員の採用、解雇及びその他の人事は、理事長が行う。 

（採用） 

第７条 契約職員は、所定の選考手続きを経て、適任と認めたものを採用する。 

２ 契約職員の採用に際しては、本規則を提示し、辞令書を交付する。 

（雇用期間） 

第８条 契約職員の雇用期間は、１会計年度内とする。ただし、３年を超えない範囲内において更新すること

ができる。 

（異動） 

第９条 契約職員は、法人の業務の必要により、配置転換又は職務の変更等を命ぜられた場合は、正当な理由

なくこれを拒むことはできない。 

（勤務時間） 

第１０条 契約職員の勤務時間は、第３項に規定する休憩時間を除き、１週間当たり３８時間４５分とする。 

２ 契約職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。 

（１）始業時刻 午前８時３０分 



（２）終業時刻 午後５時１５分 

（３）休憩時間 午後零時から午後１時まで 

３ 理事長は、業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある契約職員については、前項の規定

にかかわらず、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を別に定めることができる。 

４ 理事長は、業務上必要がある場合には、契約職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰

り下げることができる。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第１１条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日という。以下同じ。）とする。 

２ 理事長は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の勤務時間を割り振るもの

とする。 

３ 理事長は、業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある契約職員については、前２項の規

定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。 

（休日） 

第１２条 契約職員の休日は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。以下「祝日法」とい

う。）に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日（祝日法による休日を除く。）とし、有給とす

る。 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第１３条 理事長は、業務のために必要があると認めるときは、契約職員に対し、正規の勤務時間を超えて、

又は週休日及び休日（以下「休日等」という。）に勤務することを命ずることができる。 

（休日等の振替） 

第１４条 休日等に勤務の振替の必要がある場合は、理事長は休日等を他の日と振り返ることができる。ただ

し、休日等を振り替える場合においては、契約職員に対して事前に振り替える日を明示しなければならな

い。 

（休暇の種類） 

第１５条 契約職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

（年次有給休暇） 

第１６条 契約職員の年次有給休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（病気休暇） 

第１７条 契約職員の病気休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（特別休暇） 

第１８条 契約職員の特別休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（休暇の手続） 

第１９条 契約職員の休暇の手続については、別に定めるところによる。 

（出勤） 

第２０条 契約職員は、出勤の状況を、理事長が指示する方法により記録しなければならない。 

（遅刻、早退） 

第２１条 契約職員は、遅刻したとき又は早退しようとするときは、理事長にその旨を届け出て、その承認を

受けなければならない。 

（欠勤） 

第２２条 契約職員が、やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめ欠勤の届出をしなければならな

い。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届出ができないときは、電話その他により欠勤する旨

を連絡するとともに、事後速やかに届出をしなければならない。 

第３章 給与、その他の給付 

（給与） 



第２３条 契約職員の給与については、別に定めるところによる。 

（給与の減額） 

第２４条 契約職員が遅刻、早退及び欠勤したときは、別に定めるところにより給与を減額するものとする。 

（退職金） 

第２５条 契約職員の退職金については支給しない。 

（旅費） 

第２６条 契約職員が業務のため出張する場合は、常勤の職員に準じて旅費を支給する。 

第４章 退職 

（退職） 

第２７条 契約職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。 

（１）発令期間が満了したとき 

（２）退職を願い出て、承認された場合 

（３）死亡した場合 

２ 前項第２号の規定により退職しようとする場合は、原則としてその退職しようとする日の３０日前までに

退職願を提出しなければならない。 

（解雇） 

第２８条 契約職員が次の各号の一に該当する場合は解雇することができる。 

（１）勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認める場合 

（２）心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３）やむを得ない業務上の都合によるとき 

（４）前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき 

第５章 懲戒 

（懲戒） 

第２９条 契約職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分をすることができる。 

（１）法令及び法人が定める規則・規程等に違反した場合 

（２）職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

（３）法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があった場合 

（４）法人に損失を及ぼすような行為があった場合 

２ 前項の懲戒処分の取扱いについては、高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程による。 

（懲戒の種類） 

第３０条 懲戒処分は次のとおりとする。 

（１）戒告 

（２）減給 

（３）停職 

（４）懲戒解雇 

（訓諭等） 

第３１条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は

口頭により、訓諭又は注意を行うことができる。 

第６章 福利厚生、保健 

（福利厚生） 

第３２条 契約職員は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく同法の被保険者とし、法が定める福

利厚生制度の利益を受けることができる。 

（契約職員の保健） 



第３３条 契約職員に対しては、毎年１回定期的に健康診断を行うとともに、必要に応じ、随時健康診断を行

う。 

２ 契約職員は、この健康診断を故なく拒むことはできない。ただし、他の医師の診断を受け、その結果を証

明する書面を提出したときはこの限りではない。 

（疾病者の就業禁止） 

第３４条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに患った契約職員については、同省令で

定めるところにより就業を禁止する。 

第７章 その他 

（災害補償） 

第３５条 契約職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるとこ

ろにより補償する。 

（損害賠償） 

第３６条 契約職員が故意又は重過失により、高知県公立大学法人に損害を与えたときは、その全部又は一部

を賠償する責めを負うものとする。 

（この規則の施行に関し必要な事項） 

第３７条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則 

  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規則は、令和３年１１月１日から施行する。 



高知県公立大学法人高知県立大学非常勤職員就業規則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、高知県公立大学法人職員就業規則第３条第２項に基づき、高知県立大学に勤務す

る非常勤職員（教育及び研究に直接従事する教育職員を除く。以下「非常勤職員」という。）に関し

必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則で非常勤職員とは、第２章の定めにより雇用され、必ずしも常勤の職員の勤務時間で

勤務することを必要としない職に従事する職員をいう。 

（法令、規程等の遵守及び職務命令に従う義務） 

第３条 非常勤職員は、その職務の遂行にあたっては、法令及び高知県公立大学法人（以下「法人」と

いう。）の規則等を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第４条 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は法人の不名誉となるような行為をしてはならない 

（秘密を守る義務） 

第５条 非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様と

する。 

（ハラスメントの禁止及び防止） 

第５条の２ 非常勤職員は、人権侵害、嫌がらせ、性差別等いかなる形でもハラスメントを行ってはな

らず、これらの防止に努めるものとする。 

２ 前項のハラスメントの防止に関する措置について必要な事項は、別に定める。 

第２章 人事 

（人事） 

第６条 非常勤職員の採用、解雇及びその他の人事は、理事長が行う。 

（採用） 

第７条 非常勤職員は、所定の選考手続きを経て、適任と認めたものを採用する。 

２ 前項に定めるもののほか、非常勤職員の雇用手続については、別に定めるところによる。 

（雇用期間） 

第８条 非常勤職員の雇用期間は、１会計年度内とする。ただし、３年を超えない範囲内において更新

することができる。 

（異動） 

第９条 非常勤職員は、法人の業務の必要により、配置転換又は職務の変更等を命ぜられた場合は、正

当な事由なくこれを拒むことはできない。 

第３章 勤務 

（勤務時間） 

第１０条 非常勤職員の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。 

（１）勤務時間 

  １日７時間４５分で１箇月の勤務日数が１６日以内、又は1週間当たり２９時間以内 

（２）非常勤職員の休憩時間 



１日の勤務時間が６時間を超える場合においては、それぞれ勤務時間の途中に置く。 

（休日） 

第１１条 非常勤職員の休日は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。以下「祝日

法」という。）に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日（祝日法による休日を除く。）並

びに理事長が別に定める日とし、有給とする。 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第１２条 理事長は、業務のために必要があると認めるときは、非常勤職員に対し、正規の勤務時間を

超えて、又は週休日及び休日（以下「休日等」という。）に勤務することを命ずることができる。 

（休日等の振替） 

第１３条 休日等に勤務の振替の必要がある場合は、理事長は休日等を他の日と振り替えることができ

る。ただし、休日等を振り替える場合においては、非常勤職員に対して事前に振り替える日を明示し

なければならない。 

（休暇の種類） 

第１４条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

（年次有給休暇） 

第１５条 非常勤職員の年次有給休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（病気休暇） 

第１６条 非常勤職員の病気休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（特別休暇） 

第１７条 非常勤職員の特別休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（出勤） 

第１８条 非常勤職員は、出勤の状況を、理事長が指示する方法により記録しなければならない。 

（遅刻、早退） 

第１９条 非常勤職員は、遅刻したとき又は早退しようとするときは、理事長にその旨を届け出て、そ

の承認を受けなければならない。 

（欠勤） 

第２０条 非常勤職員が、やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめ欠勤の届出をしなけれ

ばならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届出ができないときは、電話その他に

より欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに届出をしなければならない。 

第４章 給与、その他の給付 

第２１条 非常勤職員の報酬の取扱いについては、別に定めるところによる。 

（給与の減額） 

第２２条 非常勤職員が遅刻、早退及び欠勤したときは、別に定めるところにより報酬を減額するもの

とする。 

（退職金） 

第２３条 非常勤職員には退職手当を支給しない。 

（旅費） 

第２４条 非常勤職員が業務のため出張する場合は、常勤の職員に準じて旅費を支給する。 

第５章 退職 

（退職） 

第２５条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。 

（１）発令期間が満了したとき 

（２）退職を願い出て、承認された場合 



（３）死亡した場合 

（解雇） 

第２６条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は解雇することができる。 

（１）勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認める場合 

（２）心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

（３）やむを得ない業務上の都合によるとき 

（４）前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき 

第６章 懲戒 

（懲戒） 

第２７条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分をすることがで

きる。 

（１）法令等の規定に違反した場合 

（２）職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

（３）法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があった場合 

（４）法人に損失を及ぼすような行為があった場合 

（５）経歴等の詐称をした場合 

２ 前項の懲戒処分の取扱いについては、高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程第２章を準用

する。 

（懲戒の種類） 

第２８条 懲戒処分は次のとおりとする。 

（１）戒告 

（２）減給 

（３）停職 

（４）懲戒解雇 

（訓諭等） 

第２９条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文

書による訓諭又は口頭による注意を行うことができる。 

第７章 保健 

（非常勤職員の保健） 

第３０条 非常勤職員の健康診断は、原則として常勤の職員に準じた取扱いとする。ただし、人間ドッ

クについては、この限りでない。 

２ 非常勤職員に対しては、毎年１回定期的に健康診断を行うとともに、必要に応じ、随時健康診断を

行う。 

３ 非常勤職員は、この健康診断を故なく拒むことはできない。ただし、他の医師の診断を受け、その

結果を証明する書面を提出したときはこの限りではない。 

（疾病者の就業禁止） 

第３１条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに患った非常勤職員については、

同省令で定めるところにより就業を禁止する。 

第８章 その他 

（災害補償） 

第３２条 非常勤職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定

めるところにより補償する。 



（損害賠償） 

第３３条 非常勤職員が故意又は重過失により、高知県公立大学法人に損害を与えたときは、その全部

又は一部を賠償する責めを負うものとする。 

（この規則の施行に関し必要な事項） 

第３４条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この規則の施行の前日において非常勤職員に雇用されている者で、かつ規則第８条第１号ただし書

きに該当して退職する際には、次の退職記念品料を支給する。 

退職記念品料の額退職記念品料の額 

勤務年数 
１年以上 

３年未満 

３年以上 

６年未満 

６年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 
25年以上 

金 額 50,000円 70,000円 90,000円 120,000円 150,000円 180,000円 200,000円 

（注）この表は、週２０時間以上の勤務の者に適用される。 

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、令和３年１１月１日から施行する。 
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